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 全国市議会議長会は、東日本大震災からの早期復旧・復興に

関する要望を別記のとおり議決いたしましたので、政府並びに

国会におかれましては、特段のご配慮を賜りますよう強く要望

いたします。 
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東日本大震災からの早期復旧・復興に関する要望 
 

東日本大震災から１年以上が経過した。被災自治体に

おいては、復旧・復興に向けて懸命の努力がなされてい

るものの、被災者の生活再建や住宅の集団移転をはじめ、

未だ残る膨大な災害廃棄物の処理、ライフライン・公共

施設の復旧、地域産業の再生など、解決すべき課題が未

だ数多く山積している。 

国においては、発災以来、国難というべき大震災から

の復旧・復興に向け、これまで種々の施策が実施されて

きたが、復興の進捗が遅れることのないよう、被災地の

要望を丁寧にくみ取り、迅速かつ柔軟な対応を行うなど、

さらに万全の措置を講じる必要がある。 

よって、国においては、被災地の一日も早い復旧・復

興が実現されるよう、下記の事項について特段の措置を

講じるよう強く要望する。 

 

記 

 

１．事業予算の総額確保と実態に即した財政支援等 

（１）大震災により未曾有の被害を受けた被災自治体に

おいて、復旧と再建に向けた膨大な財政需要が生じ

-1-



 
 

ていることから、復旧・復興に必要な予算について

は、平成２４年度以降も含め、国の責任において必

要な予算総額を十分確保すること。 

（２）東日本大震災復興交付金については、上記の趣旨

を踏まえ、具体の使途等について、被災地の実情に

応じた対応が真に可能となるよう、特段の措置を図

ること。また、復興特区の創設のみならず、復興の

妨げとなる規制の緩和など、被災自治体の実情を踏

まえた措置を講じること。 

（３）被災自治体における公的資金等からの既存債務に

ついて、被災した公共施設等に係る借入金の特例的

な償還免除等、負担軽減措置を講じること。 

（４）地方公営企業災害復旧事業債を含む地方債の償還

期間の延長や資本費平準化債制度の更なる拡充等、

下水道事業における資金不足対策を講じること。 

（５）国庫補助・負担金や交付税について、災害に係る

復旧・復興及び援助活動等の災害対応のための財政

需要の増加及び被災者に対する減免措置等による

減収等を考慮し、地方の資金需要に臨機に対応する

措置を講じるとともに、国直轄災害復旧事業費にか

かる地方負担金についてその負担を免除すること。 
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２．被災者の生活再建支援等 

（１）被災者の生活再建に向けて、被災者の就業先確保

に必要な措置を講じるほか、長期的継続雇用となる

事業の創設等、抜本的な雇用対策を講じること。 

（２）被災者の生活基盤回復のため、被災者生活再建支

援制度等の拡充や宅地の復旧、住居の補修・再建に

要する資金的な援助、二重ローン対策等最大限の支

援策を講じること。 

（３）被災者の集団移転に関し、被災者それぞれの移転

先や居住形態等の希望に柔軟に対応できるよう、更

なる制度の拡充・弾力化を図ること。 

（４）被災者の生活再建に向け、被災前の所有財産の評

価（固定資産課税台帳）に基づいて補償等を行うこ

とができるような制度改善を図ること。 

（５）被災宅地の復旧支援に関して、既存の国庫補助制

度の拡充が行われても支援の対象とならない被災

宅地については、国において、所有者自身による復

旧に対する助成・融資・金利補填等、各種支援制度

を創設すること。 

（６）被災市街地復興土地区画整理事業について、補助

対象を拡大することや現行補助率を嵩上げするこ

と等の特例措置を講じるほか、津波被害が大きい地
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域では現位置での復興が困難であることから、現位

置以外での事業を可能とする制度拡充を実施する

こと。 

 

３．地域産業の復旧・復興に対する支援 

（１）震災を受けた地域の観光交流施設等の復旧や地域

経済の回復・復興を速やかに進めることができるよ

う、当該施設等に対する国庫支出金制度を創設する

こと。 

（２）津波により農地や農業排水施設等が壊滅的な被害

を受けているほか、農業機械等も大きく被災してい

ることから、これらの早期復旧に向けた支援措置を

講じること。 

（３）津波により被害を受けた農地の除塩事業に要する

費用について、被災自治体においては災害復旧に要

する財政需要が膨大であることから、全額を国にお

いて負担すること。 

（４）被災地における水産業及び関連産業の復興のため、

被災地の漁業者や水産加工業者のニーズに柔軟に

対応した支援が可能となるよう、漁業者の収入が再

開するまでの所得を補償する施策や補助金の一括

交付金化を図る等、被災自治体の実情に応じた財政
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支援を講じること。 

（５）地元企業や商店街の早期復旧に向けて、施設・設

備等の復旧・整備に対する補助制度の補助要件の緩

和や予算枠の拡大等の更なる拡充策や当面の事業

継続等に資する金融・税制措置を講じること。 

 

４．公共施設等の復旧・再整備等 

（１）被災自治体の甚大な被害及び復旧・復興に向けた

多額の財政需要があることから、各種の災害復旧補

助制度にかかる補助率の大幅な嵩上げや対象経費

の拡大、今後の防災力強化を見据えた原形復旧以上

の整備等にかかる対象経費の拡大等を積極的に行

うこと。 

（２）公共施設等にかかる災害復旧補助制度については、

この間、各府省において事務手続きの簡素化が進め

られているところであるが、その趣旨が実務に十分

反映されるよう、引き続き各関係機関への周知徹底

を図ること。 

（３）支所を含む行政庁舎の機能回復に向け、市町村行

政機能応急復旧補助金の補助率を引き上げるとと

もに、残余の地方負担に充当する災害復旧事業債の

元利償還金に係る地方交付税措置について全額措
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置となるよう拡充すること。 

（４）地域コミュニティの再構築を始め、健全な市民生

活の維持に欠かせないコミュニティ施設、文教施設、

医療施設、社会福祉施設等の復旧について、その設

置主体の如何を問わず、既存の枠組みにとらわれな

い柔軟かつ十分な財政措置を講じること。 

（５）被災地の汚水処理施設において暫定処理により増

加する費用に対する支援制度を創設するとともに、

被災自治体の財政や下水道利用者の負担軽減を図

るため、公共土木施設災害復旧事業として、地盤沈

下等で既存の場所に復旧できない場合の移転復旧

も土木施設災害復旧事業に認める等、原形復旧の原

則に捉われない柔軟な運用をすること。 

（６）津波被災地における施設の被災状況の把握にはな

お時間を要することから、公共土木施設災害復旧事

業費国庫負担法に基づく下水道施設の災害査定に

ついて、平成２４年以降に行うことを認めること。

さらに、災害復旧事業費の確定が前提となる国庫負

担率及び特別財政援助額の算定にあたって、災害査

定が翌年以降とならざるを得ない自治体が不利益

を被ることのないよう配慮すること。 

（７）被災した鉄道は、通勤や通学、通院など、日常に
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おける沿線住民の生活の足として、また、観光振興

や都市間交流において内陸部と沿岸地域を結ぶ主

要な交通基盤として、たいへん重要な路線となって

いるため、鉄道路線の復旧・復興に向け、従来の制

度を抜本的に改正し、運行主体に対する国の全面的

な支援により、被災した鉄道施設を早急に復旧する

こと。 

（８）校舎の被災により、近隣の学校校舎を借用するな

ど児童生徒が学習・通学において不便を強いられて

いることから、安全で良好な学習環境を回復するた

め、浸水区域外への早期の新築移転のための財政支

援措置を講じること。 

 

５．被災者に対する社会保障等 

（１）復旧・復興に向けた膨大な財政需要が見込まれる

被災自治体において、今後生活保護世帯の急増が見

込まれることを考慮し、時限的に生活保護経費の全

額を国庫負担とする等財政措置を講じること。 

（２）被災した介護保険第１号被保険者の経済的損失等

による保険料の減少や震災の影響による介護サー

ビス利用者の急激な増加等、保険者たる被災自治体

の保険財政運営に対する影響を緩和するために必
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要な財政措置を講じること。 

（３）東日本大震災により被災した国民健康保険被保険

者に係る一部負担金免除及び保険料（税）の減免に

対する財政支援を平成２４年度以降も継続して行

うとともに、保険者たる被災自治体の負担が増加す

ることのないよう、財政措置を講じること。 

（４）災害で受けたショックや心の健康等に対応できる

よう、精神科医、保健師、看護師、臨床心理士等専

門職の確保について、人件費の支援等、必要な支援

措置を講じること。 

 

６．迅速な災害廃棄物処理の推進 

  国主導により、災害廃棄物の安全性に関するきめ細

やかな情報の発信を行い、国民の不安を取り除くとと

もに、処理に伴う技術的な支援を実施し、災害廃棄物

の広域処理を推進すること。 

 

７．医療機関に対する支援等 

（１）震災により、医療機関が壊滅的な被害を受け、地

域の医療体制がさらに弱体化しており、地域住民に

とってきわめて深刻な問題となっている。地域住民

の暮らしと生命を守るため、医療機関の早期の復旧
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と、常勤医師の不在や不足の解消、地域偏在の是正

など、医師確保対策を強力に進めること。 

（２）被災した公的医療機関等の施設復旧事業に対して

交付される医療施設等災害復旧費補助金について、

補助率の更なる嵩上げを図るとともに、被災した公

的医療機関が復旧するまでの間、地域医療を支える

ため、仮設病院の整備について制度を創設し、財政

支援措置を講じること。 

（３）災害拠点病院における災害救急医療の増加経費や

必要な医師の確保、患者の転院搬送等に要する経費

等の負担に対し、支援措置を講じること。 

（４）被災自治体による今後の災害対応を見据えた災害

拠点病院整備に対し、被災自治体に負担を求めない

国庫助成制度を創設すること。 

 

８．今後の防災対策等 

（１）津波対策としての地盤嵩上げ事業について補助対

象とするとともに、防災避難道路の整備や堤防の嵩

上げについて補助制度を創設すること。 

（２）大規模かつ広汎な地盤沈下によりその利用に支障

が生じている地域に係る土地について、買い取りを

行うとともに、被災自治体が行う嵩上げ工事や土地
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区画整理事業及び上下水道の再整備等に対し、全面

的に財政支援を行うこと。また、地盤沈下に伴う雨

水排水対策として排水機場の増設等についても、必

要な経費についてその全額を国において負担し、対

処すること。 

（３）津波対策として、携帯電話を活用した早期避難を

促すための仕組みについて、緊急地震速報と同様の

システムを関係機関との連携により開発整備する

こと。また、ＧＰＳ沖合波浪計を用いた「津波防災

支援システム」を確立するとともに、沿岸自治体が

設置する津波観測計をネットワーク化し、自治体間

で活用できるよう財政支援措置を講じること。 

（４）防波堤及び防潮堤等の整備は、沿岸地域のまちづ

くりを考えるにおいて大前提となる事項であるこ

とから、速やかに整備方針を明示するとともに、早

期に復旧・整備を進めること。 

また、水門については、閉鎖にあたっての消防団

員の安全を確保するために、遠隔操作化を図ること。 

（５）三陸縦貫自動車道などを震災からの復興道路と位

置付け、集中的投資による重点的な整備促進を図る

こと。 

また、復興道路に接続する主要国・県道を復興道

-10-



 
 

路の機能を補完する復興支援道路と位置付け、早期

の抜本的な改良整備を図ること。 

 

９．国営公園（防災メモリアル公園）の設置 

大津波の脅威の痕跡や教訓を後世に伝え、より安全

で暮らしやすいまちを作り上げ、防災文化を醸成して

いくとともに、世界に発信できる公園として、国営公

園の設置を促進すること。 
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